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森づくりサポートセンターで
「山林情報バンク制度」はじめます
[image: ]



山林情報バンクとは
山林所有者の『山の手入れをお願いしたい』、『売却したい』等の情報を、
森づくりサポートセンターで登録管理し、もっと山の手入れをしたい
林業事業体（森の担い手）に提供するしくみです。
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連絡・契約





森の担い手(林業事業体等)
山林所有者
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[image: ]・山林情報の提供
「山の担い手登録申請書」を提出。

「山林情報バンク制度申込書」「個人情報の取扱いの同意書」を記入し提出。
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森づくりサポートセンター
（仁淀川町森林管理推進協議会※）



山林、所有者の情報を集約して管理し、林業事業体に情報を提供



※仁淀川町森林管理推進協議会とは、仁淀川町・仁淀川森林組合・仁淀川林産協同組合で構成する協議会です。
お問い合わせ先
森づくりサポートセンター（仁淀川町森林管理推進協議会）
〒781-1501　仁淀川町大崎120-1(仁淀川町林業振興センター内)
TEL 0889-20-9911 FAX 0889-20-9895













【手続きの流れ】
(山林所有者)
①「山林の管理、売却等を希望する山林の情報」や必要書類を森づくりサポートセンターに提出し、山林バンクへの登録を申込みます。
↓
②センターで、①の山林の情報を山林情報バンクデータベースに登録します。

(森の担い手)
①「森の担い手登録申請書」を森づくりサポートセンターに提出し、森の担い手として登録を申込みます。

↓
②センターで、①の担い手情報を担い手データベースに登録します。













↓
③登録された森の担い手(林業事業体等)が、山林情報バンクデータベースを閲覧し、管理（購入、又は間伐などの森林整備）したい山林があれば、所有者の連絡先等をセンターが伝えます。
↓
④森の担い手から所有者に直接連絡がありますので、条件面等で合意ができれば契約等の手続きを行ってください。(契約等の手続きについて、森づくりサポートセンターは関与しませんので、山林所有者と登録事業者とで直接やり取りを行っていただきます。)
Q＆A	
　Q１　手続きには何が必要ですか？(山林所有者)(森の担い手)
　A１　山林情報バンク登録申込書や個人情報の取扱いに関する同意書などの書類をご提出下さい。
　　　　(必要書類は森づくりサポートセンターに備え付けてあります。)
　
　Q２　所有している山林の場所等がわからない場合も手続きできますか？
[bookmark: _GoBack]　A２　登記事項証明書や名寄帳など、所有している山林の地番等が分るものを添付して下さい。

　Q３　山林情報バンクに登録すれば必ず山の手入れを行ってもらえますか？また山林を買い取ってもらえますか？
　A３　山の状況にもよりますので必ず施業が行われるとは限りません。当制度はあくまで山林所有者と森の担い手を繋ぐものですので、手入れや売買をお約束するものではございません。

Q４　森の担い手(林業事業体等)って？
A4　過去に森林整備等の実績がある林業従事者(自伐林家等)もしくは、林業を主とした企業(林業会
社)です。

Q５　森づくりサポートセンターって？
　A５　大崎の旧役場本庁舎跡地に新設された「仁淀川町林業振興センター」内にある、仁淀川町内の林業に係る業務を行っている組織です。
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